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◎
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
） 
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第
十
三
条 

〔
略
〕 

② 

日
本
国
民
た
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
、
長
、
副
知
事

若
し
く
は
副
市
町
村
長
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任

さ
れ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
、
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
総
合
区
長
、
選
挙
管
理
委

員
若
し
く
は
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
の
解
職
を
請
求
す
る
権
利

を
有
す
る
。 

③ 

〔
略
〕 

 

第
八
十
六
条 

選
挙
権
を
有
す
る
者
（
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
総
合

区
長
に
つ
い
て
は
当
該
総
合
区
の
区
域
内
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
、
指

定
都
市
の
区
又
は
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
に
つ
い
て
は
当
該
区
又
は
総
合

区
の
区
域
内
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
、
道
の
方
面
公
安
委
員
会
の
委
員

に
つ
い
て
は
当
該
方
面
公
安
委
員
会
の
管
理
す
る
方
面
本
部
の
管
轄
区
域
内

に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
）
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

第
十
三
条 

〔
略
〕 

② 

日
本
国
民
た
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
、
長
、
副
知
事

若
し
く
は
副
市
町
村
長
、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

都
市
の
総
合
区
長
、
選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の

委
員
の
解
職
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。 

   

③ 

〔
略
〕 

 

第
八
十
六
条 

選
挙
権
を
有
す
る
者
（
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
総
合

区
長
に
つ
い
て
は
当
該
総
合
区
の
区
域
内
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
、
指

定
都
市
の
区
又
は
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
に
つ
い
て
は
当
該
区
又
は
総
合

区
の
区
域
内
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
、
道
の
方
面
公
安
委
員
会
の
委
員

に
つ
い
て
は
当
該
方
面
公
安
委
員
会
の
管
理
す
る
方
面
本
部
の
管
轄
区
域
内

に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
）
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
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総
数
の
三
分
の
一
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を

超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
以
上
の
者
の
連
署
を
も
つ
て
、
そ
の

代
表
者
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
副
知
事
若
し
く
は
副
市
町

村
長
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
さ
れ
た
普
通
地
方

公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
、
指
定
都
市
の
総
合
区
長
、

選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

②
～
④ 

 

〔
略
〕 

 

第
八
十
八
条 

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
副
知
事
若
し
く
は
副
市
町

村
長
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
さ
れ
た
普
通
地
方

公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
又
は
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
総
合
区
長
の
解
職
の
請
求
は
、
そ
の
就

職
の
日
か
ら
一
年
間
及
び
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
議
会
の
議
決

の
日
か
ら
一
年
間
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

② 

〔
略
〕 

 

総
数
の
三
分
の
一
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を

超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
以
上
の
者
の
連
署
を
も
つ
て
、
そ
の

代
表
者
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
副
知
事
若
し
く
は
副
市
町

村
長
、
指
定
都
市
の
総
合
区
長
、
選
挙
管
理
委
員
若
し
く
は
監
査
委
員
又
は
公

安
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

②
～
④ 

 

〔
略
〕 

 

第
八
十
八
条 

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
副
知
事
若
し
く
は
副
市
町

村
長
又
は
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
総
合

区
長
の
解
職
の
請
求
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
一
年
間
及
び
第
八
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
議
会
の
議
決
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

  

② 

〔
略
〕 
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第
百
四
十
一
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員

と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

② 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
並
び
に
常
勤

の
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
百
四
十
二
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対

し
請
負
を
す
る
者
及
び
そ
の
支
配
人
又
は
主
と
し
て
同
一
の
行
為
を
す
る
法

人
（
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
の
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監
査
役
若
し
く

は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き
者
、
支
配
人
及
び
清
算
人
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
百
五
十
九
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
事
務
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
規
定

は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

② 

前
項
の
政
令
に
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
て
事
務
の
引
継
ぎ
を
拒
ん
だ
者
に

対
し
、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
六
十
四
条 

公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
二
の
規
定

に
該
当
す
る
者
は
、
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

② 

副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
は
、
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。 

 

第
百
六
十
五
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
又
は

副
市
町
村
長
は
、
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
退
職
し
よ
う
と
す
る
日

〔
同
上
〕 

    

〔
同
上
〕 

     

〔
同
上
〕 

    

〔
同
上
〕 

    

〔
同
上
〕 
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前
二
十
日
ま
で
に
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議
会
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
前
に
退

職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
は
、
そ
の

退
職
し
よ
う
と
す
る
日
前
二
十
日
ま
で
に
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
承

認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
前
に
退
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
六
十
六
条 

副
知
事
及
び
副
市
町
村
長
は
、
検
察
官
、
警
察
官
若
し
く
は
収

税
官
吏
又
は
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
安
委
員
会
の
委
員
と
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

② 

〔
略
〕 

③ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
が
前
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
解
職
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
七
十
二
条 

前
十
一
条
に
定
め
る
者
を
除
く
ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に

職
員
を
置
く
。 

② 

前
項
の
職
員
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。 

③ 

第
一
項
の
職
員
の
定
数
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
臨
時
又
は

非
常
勤
の
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

④ 

第
一
項
の
職
員
に
関
す
る
任
用
、
人
事
評
価
、
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条
件
、
分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
、
退
職
管
理
、
研
修
、
福
祉
及
び
利
益
の

        

〔
同
上
〕 

       

〔
同
上
〕 

      



  

- 5 - 

保
護
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ

か
、
地
方
公
務
員
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

第
百
七
十
三
条 
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
前
条
第
一
項
の
職
員
の
う

ち
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
つ
い

て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
選
任
す
る

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

前
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
さ
れ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直

近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の

補
助
機
関
で
あ
る
職
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
は
、
任
期
中
に
お
い
て
も
こ
れ
を
解
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
五
十
九
条
、
第
百
六
十
四
条
、
第

百
六
十
五
条
並
び
に
第
百
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項

の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
さ
れ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位

の
内
部
組
織
の
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機

関
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

④ 

第
一
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
さ
れ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の

直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
百
七
十
九
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
が
成
立
し
な
い
と
き
、
第
百
十
三

   

第
百
七
十
三
条 

削
除 

                  

第
百
七
十
九
条 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
が
成
立
し
な
い
と
き
、
第
百
十
三
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条
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
な
お
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
お
い
て
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
特
に

緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
議
会
に
お
い
て
議
決
す
べ
き
事
件
を
議
決
し
な

い
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
副
知
事
又

は
副
市
町
村
長
の
選
任
の
同
意
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
の
選
任
の
同
意
及
び
第
二
百
五
十
二
条

の
二
十
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
都
市
の
総
合
区
長
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
二
百
五
十
六
条 

市
町
村
の
境
界
に
関
す
る
裁
定
若
し
く
は
決
定
又
は
市
町

村
の
境
界
の
確
定
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
直
接
請
求
の
署
名
簿
の
署

名
、
直
接
請
求
に
基
づ
く
議
会
の
解
散
又
は
議
員
若
し
く
は
長
の
解
職
の
投
票

及
び
副
知
事
、
副
市
町
村
長
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
議
会
の
同
意
を
得
て

選
任
さ
れ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
若
し

く
は
こ
れ
に
準
ず
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
、
指

定
都
市
の
総
合
区
長
、
選
挙
管
理
委
員
、
監
査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員

の
解
職
の
議
決
、
議
会
に
お
い
て
行
う
選
挙
若
し
く
は
決
定
又
は
再
議
決
若
し

く
は
再
選
挙
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
行
う
資
格
の
決
定
そ
の
他
こ
の
法

条
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
な
お
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
お
い
て
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
特
に

緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
議
会
に
お
い
て
議
決
す
べ
き
事
件
を
議
決
し
な

い
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
副
知
事
又

は
副
市
町
村
長
の
選
任
の
同
意
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の

総
合
区
長
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
二
百
五
十
六
条 

市
町
村
の
境
界
に
関
す
る
裁
定
若
し
く
は
決
定
又
は
市
町

村
の
境
界
の
確
定
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
直
接
請
求
の
署
名
簿
の
署

名
、
直
接
請
求
に
基
づ
く
議
会
の
解
散
又
は
議
員
若
し
く
は
長
の
解
職
の
投
票

及
び
副
知
事
、
副
市
町
村
長
、
指
定
都
市
の
総
合
区
長
、
選
挙
管
理
委
員
、
監

査
委
員
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
議
決
、
議
会
に
お
い
て
行
う
選
挙

若
し
く
は
決
定
又
は
再
議
決
若
し
く
は
再
選
挙
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て

行
う
資
格
の
決
定
そ
の
他
こ
の
法
律
に
基
づ
く
住
民
の
賛
否
の
投
票
に
関
す

る
効
力
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
争
訟
の
提
起
期
間
及
び
管
轄
裁
判
所
に
関
す

る
規
定
に
よ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
こ
れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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律
に
基
づ
く
住
民
の
賛
否
の
投
票
に
関
す
る
効
力
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
争

訟
の
提
起
期
間
及
び
管
轄
裁
判
所
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の

み
こ
れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 


